
 

 

 

合同会社を株式会社に変更する方法 

（債権者保護手続き編） 
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1 はじめに 

1.1 組織変更の流れ 
組織変更の流れは「①債権者保護手続き」を実施し、最低１ケ月を経過した

後に「②登記申請」をします。 

 本書では「①債権者保護手続き」の手順を説明します。実際に組織変更をお

考えの方向けの説明ですので、法律的な観点よりも具体的な手順に重点をあて

ております。 
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1.2 債権者保護手続きの流れ 
「債権者保護手続き」の作業は以下の２つになります。 

①官報公告 

②債権者に対して個別催告 

 

 官報の掲載は申し込んでから掲載されるまで７～１０日かかります。お急ぎ

の場合はまず官報の申し込をしてから、債権者に対して個別催告を実施すると

良いでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最低１ケ月とは】 

１ケ月の計算は次のようになります。例えば 7/1が官報掲載日だとすると

8/1まで異議を待ち 8/2以降を効力発生日とすることができます。8/1が日

曜・祝日の場合 8/2まで異議を待ち 8/3以降を効力発生日とすることができま

す。なお、効力発生日は土曜、日曜日、祝日にもすることができます。 
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2 官報の申し込み方法 

2.1 どこで申し込むか 
 官報は官報販売所に申し込みをします。官報販売所は各都道府県にありま

す。インターネットでも申し込みが可能ですが、カードによる決済はできませ

ん。支払いは申し込み後に請求書が送られてきますので、指定の銀行口座に振

り込みください。なお必ずしも本店が存在する都道府県の官報販売所に申し込

む必要はなく、お好きな販売所をご利用ください。 

 

官報販売所の一覧は下記 URLをご覧ください。 

https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoAgencyList/?op=1 

 

2.2 申込手順 
 どこの販売所でも掲載費用は同じです。ここでは「横浜日経社（神奈川県官

報販売所）」を例に説明します。 

 

横浜日経社 https://www.y-nikkeisha.jp/ 

 

  

https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoAgencyList/?op=1
https://www.y-nikkeisha.jp/


(１) ホーム画面の操作 

 
 

①「入力フォームで申し込みの方」をクリック 

 

  

① 



(２) Ｓｔｅｐ１ 公告の種類を選択画面の操作 

 

 

①「組織変更に関する公告」をクリック 

 

 

  

① 



(３)  Ｓｔｅｐ２「掲載する公告を選択」画面の操作 

 

 

        

①「組織変更公告（持分会社から株式会社へ）にチェックを入れる。 

 

 

 

・・・ページ下部へ移動・・・ 

 

① 



 

 

 

②「同意する」をクリック 

 

 

 

  

② 



(４) Ｓｔｅｐ３「 掲載申込書の内容情報を入力」画面の操作 

 

 

① 申込日（今日の日付） 

氏名（代表社員が申込む場合は代表社員の氏名、担当者が申込む場合は担

当者の氏名） 

② 代表社員が申し込むのであれば「掲載依頼者の代表者」を選択、それ以外

は「掲載依頼者の代表者以外の者」 

③ WEB上で官報に申し込みをする日（今日の日付） 

④ 公告掲載を依頼する合同会社名 

⑤ ④の合同会社の代表者の氏名 

⑥ ④の合同会社の本店所在地（登記簿に記載されている住所と一致させ

る。） 

 

・・・下へ移動・・・ 

 

  

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 
④ 

⑥ 

⑤ 



 

 
⑦ 連絡がつきやすい電話番号、FAX欄で FAXがない場合は「000-000-0000」

と入力 

⑧ 連絡がつきやすいメールアドレス 

⑨ 「組織変更公告」と入力 

⑩ 「なし」の場合は掲載可能な最短日で掲載される。 

  「あり」の場合は掲載可能な最短日以降で、掲載可能な希望日を選択可能 

⑪  ゲラ拝（校正）とは、印刷作業に入る前に、誤字脱字等がないか最終的

にチェックする作業をいいます。 

「あり」を選択した場合、メールで案文が届いたら、校了期日までに返信

が必要です。 

 

 

 

・・・下へ移動・・・ 
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⑪ 



②で「掲載依頼者の代表者以外の者」を選択した場合は以下の欄も入力しま

す。 

 
⑫ 代理者の住所 ※総務部担当者などが代理者の場合は会社の住所 

⑬ 代理者の会社名 

⑭ 代理者の氏名 

⑮ 代理者の連絡がつきやすい電話番号、FAX欄で FAXがない場合は「000-

000-0000」と入力 

⑯ 代理者の連絡がつきやすいメールアドレス 

 

 

 

 

 

・・・下へ移動・・・ 

 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
⑮ 

⑯ 



 
⑰ チェックを入れる。 

⑱ 国税庁から通知された 13桁の法人番号 

 調べる方法：国税庁 法人番号公表サイト 

 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ 

 

 

 

 

 

・・・下へ移動・・・ 

⑰ 

⑱ 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


 
⑲ 商号又は代表社員の氏名に外字＊１(規格コードに含まれない文字)がある場

合は「あり」を選択する。 

⑳ 「原稿作成フォーム」をクリック 

＊１ 外字…通常コンピュータに表示されない文字。例えば 正字は吉 

以下のサイトにサンプルがあります。 

https://toyodo.jp/gaizi_kigou/ 

 

  

 

⑲ 

⑳ 

https://toyodo.jp/gaizi_kigou/


(５) Ｓｔｅｐ４ 「公告原稿を入力」画面での操作【重要】 

 
 

 

①  既に入力されている例文を削除して、弊社指定の案文を入力してくださ

い。必要最小限の内容にすると、費用が抑えられます。 

 

  

クリック 

① ① 

② 

① 

③ 



【弊社指定の案文】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～～～～ 

※１ 登記簿記載に記載されている通りの本店住所 

※２ 商号 

※３ 代表社員氏名 

代表社員が法人場合は以下のように入力 

代表社員 ○○〇株式会社 

職務執行者 ○○○○ 

 

② 外字がある場合はここに詳細を記載する。 

(例) 代表社員吉田茂の「吉」の字は土に口の吉でお願いします。 

 

③ クリックする。 

  

組織変更公告 

 当社は、株式会社に組織変更することにいたしました。 

この組織変更に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお

申し出下さい。 

令和〇〇年〇〇月〇〇日 

○○〇○○〇○○〇○○〇○○〇※１ 

合同会社○○〇○○○○※２ 

代表社員 ○○○○※３ 

 



(６) Ｓｔｅｐ５ 「入力内容確認」画面での操作 

 

・・・ページ下部へ移動・・・ 

 

 

 

① 「決算公告は申し込まずに送信する」をクリック 

 

これで、申し込みは完了です。 

  

① 

クリック 



(６) 「ゲラ拝」の確認メールに返信 

 

「ゲラ拝」を選択した場合は、翌営業日までにメールで公告ゲラが届きます。

誤字脱字等を確認後、返信をしてください。 

公告ゲラに修正事項がある場合は、添付ゲラに記入のうえ返信。（メールに修

正事項を記載して返信でも可。） 

 

「ゲラ拝」ＯＫの場合のメール例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

株式会社横浜日経社 

○○様 

 

お世話になっております。 

合同会社○○○の公告ゲラを確認しました。 

修正はございません。 

掲載よろしくお願いいたします。 

 

○○ 

 



3 個別催告の手順 
 官報公告を申し込みましたら、債権者に催告書を送付します。 

3.1 催告の範囲(誰に催告するか？) 
 知れたる債権者に催告します。つまり会社に対する債権者の全員という

事になっています。しかし実務上は借入をしている銀行等が対象となりま

す。少額の債権者はのぞきます。具体的な金額は会社の状況や規模により

決定してください。直ぐに返済可能な額であれば対象外としても問題が発

生しないでしょう。債権者がいない場合は個別催告を行う必要はありませ

ん。 

  



3.2 催告書の作成 
 催告書サンプルを下に記します。赤色の部分を修正して作成してください。 

                                    催告書 

 

謹啓 貴殿益々御清祥のことと存じます。 

さて、今般当会社は、令和○年○月○日※１総社員の同意をもって、その組織を変更

して○県○市○町○丁目○番○号※２株式会社○○※３とすることといたしましたので、

組織変更につき御異議がありましたら令和○年○月○日※４までにその旨をお申し出下

さい。 

     上記のとおり催告いたします。 

      令和○年○月○日※５ 

                    ○県○市○町○丁目○番○号※２ 

                     合同会社○○※６ 

                       代表社員 ○○○○※７ 

   （債権者） 

     株式会社日本政策金融公庫 ※８ 

〇〇支店 殿 

 

※１ 全社員(出資者)の同意がなされた日 

※２ 変更前の合同会社の本店の住所 

※３ 変更後の株式会社の商号 

※４ この催告書が債権者に届いてから最低１ケ月後の日付にしてください。 

※５ 送付した日 

※６ 変更前の合同会社の商号 

※７ 変更前の合同会社の代表社員の氏名 

※８ 債権者の名称 

 

 



3.3 催告書の送付 
手紙の様式（書留、内容証明など）は特に法定されておらず、普通郵便でも

問題ありません。 

 

4 債権者保護手続きのまとめ 
効力発生日（株式会社に変更する日）前に債権者保護手続きを完了してお

く必要があります。そして効力発生日以降に登記申請をして組織変更が完了し

ます。登記申請に関しましては別で説明をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登記申請可能 債権者保護手続き期間 
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